
2025年（令和7年）1月1日号 たま広報6 令和7年1月1日に多摩市手話言語条例が制定されました！
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IDの後の7桁の番号を、公式ホームページのトップページにある「広報ID検索」に入力すると記事に関連するページにすぐにアクセスすることができます。

手話言語条例とは？

　多摩市手話言語条例は、ろう者とろう者以外
の方が互いに尊重し合い、意思疎通を行いなが
ら、心身ともに健康で幸せに共生できる地域社
会を実現するために制定されました。手話はろ
う者にとって日常生活や社会生活を営むための
重要な手段であり、その普及と理解の促進は、
ろう者の人権を守るために不可欠です。

どうして手話言語条例が必要なの？

　手話は、ろう者にとって日常生活・社会生活
を営むために必要不可欠の言語であり、ろう者
によって創造されてきた文化でもあります。そ
の手話を一つの言語として認識し理解の促進や
普及に取り組むことで、ろう者の人権が守られ、
ろう者とそうでない人との社会生活の障壁がな
くなる、誰でも心身
ともに健康で幸せに
共生できる地域社会
の実現に必要です。

手話マークの活用にご協力ください！

　手話マークがあることで「手話で対応できる」
ことが一目で分かります。このマークがあると
ろう者が安心して事業所やお店などを利用でき
ます。

　市は、令和５年10月～令和６年10月にかけて、有識者・障がい当事者・市民・関係機関とともに多摩市手話言語条例検討会を開催し、
協議を続けてきました。約１年におよぶ協議の結果、令和７年１月１日に多摩市手話言語条例が制定されました。

▲手話のゲンちゃん ID1016205i障害福祉課☎(338)6903・v(371)1200

令和７年１月１日に令和７年１月１日に
多摩市手話言語条例が制定されました！多摩市手話言語条例が制定されました！

多摩市の魅力発信サイト
「丘のまち〜東京・多摩市に暮らす〜」を知っていますか?

献血にご協力ください
　現在、O型の400㎖献血が足りていません。病気やけがなどで輸血を
必要としている患者さんを救うため、ご理解とご協力をお願いします。
　当日は、多摩市赤十字奉仕団がボランティア活動を行います。奉仕
団活動にご興味のある方もぜひお越しください。
d①１月15日㈬午前10時～11時30分・午後０時45分～４時②２月８日㈯
午前11時30分～午後４時b①市役所東側駐車場②永山公民館ギャラリ
ー ID1011945i東京都赤十字血液センター立川事業所☎042(529)0405

障がい児（者）等歯科診療「ふれあい」
　愛称「ふれあい」は平成22年1月の公募により決定したもので、「親
しみやすいこと」や診療をお待ちいただく間の交流「みんなと会えたり
お話できる」歯科診療所のイメージを表しています。
d水・木曜日の午前９時～正午t一般の歯科診療所に通院が困難な方
s保険診療の自己負担分持ち物健康保険証、障害者手帳、お薬手帳 ID
1009365mib電話で、健康推進課(健康センター)☎(376)9111〔診療
受付時間中は☎(376)8009〕へ

ID1005031i秘書広報課
☎(338)6812

▲�「丘のまち」
はこちら

　皆さんは「多摩市」と聞くと、どのようなイメ
ージが浮かびますか？
　住んでいる方や訪れたことのある方は、「自
然が豊か」「多摩ニュータウンのまちなみ」とい
ったイメージが浮かぶ方が多いかもしれません。
　一方で多摩市のことを知らない方には、「奥
多摩町」と間違えられたり「東京の西の方」とし
か知られていなかったり…。
　多摩市を知っている方にも、知らない方にも、

「このまちの知る人ぞ知る魅力を知ってほしい」
「このまちで活き活きと暮らす人たちの声を伝
えたい」。そんな思いから立ち上げたサイトが、

「丘のまち～東京・多摩市に暮らす～」です。
　丘のまちは、多摩市での暮らしやアクティビ
ティなどの情報をはじめ、多摩ニュータウンの
歴史から地元で人気のお店や地域密着のイベン
トまで、何気ない日々の暮らしの中にあるさま
ざまな魅力を発信しています。
　多摩市に暮らしているからこそ味わえる心温
まる出来事を、「丘のまち～東京・
多摩市に暮らす～」を通して感じて
みませんか？

まち歩きレポート
　まちのイベントなどに焦点を当てて、旬な情
報を紹介する「まち歩きレポート」は、市内で行
われているイベントを知ることができ、まるで
イベントに参加したかのような充実した記事が
特徴です。「こんな企画やイベントがあったん
だ！」と新たな発見があること間違いなし！
　今回は一部抜粋して、掲載記事を紹介します。
せいせきビールまつり
　気の合う仲間たちと好きなお酒を持ち寄って、
乾杯！　そんな素敵な週末の和気あいあいとし
た雰囲気を感じられる記事になっています。
　出店しているお店や料理も取り上げており、
食べたくなること間違いなしです。地元・多摩市
のお店も出店し
ているので、気
になるお店に行
くことができる
のも魅 力の一
つです。

丘のまち物語
　市のお店やさまざまな活動をしている方にイ
ンタビューをして、自身の思いを語ってもらう

「丘のまち物語」は、人をメインにした記事です。
インタビューをする中で、これまでの経験を振り
返ってもらったり、それぞれの“こだわり”をお聞
きしたりと、人柄まで伝わってくるような記事が
特徴的です。まちの気になるあの人のことも「丘
のまち物語」で取り上げているかもしれません。
珈琲屋　黒子
　「“黒子”のような職人的存在でありたいと思
っています」
　店主の尾籠一誠さんにスペシャルティコーヒ
ーのこだわりやお店を開業するまでの経緯など

「なぜ多摩市に
出店したのか？」
と気になる疑問
を素直にぶつけ
たインタビュー
にも注目です。
URLhttps://tama 
shi-oka.jp/
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１月31日㈮は、市民税・都民税第４期、国民健康保険税第８期の納期限です。期限内納付にご協力をお願いします。
ID1009654i納税課☎（338）6852、保険年金課☎（338）6934市税の納期限のお知らせ

傍聴

〔共通事項〕
備考会場先着順m当日直接会場へ
●�第２回多摩市使用料等審議会
d１月８日㈬午後６時30分から２時
間程度b市役所３階特別会議室c10
人n「公共施設の使用料設定にあた
っての基本方針」の見直しについて
ID1005885i行政管理課☎(338)6948
●�令和６年度第６回多摩市国民健康
保険運営協議会

d１月16日㈭午後１時30分～３時b

市役所西１・２会議室c３人n国民
健康保険事業 ID 1006444i保険年金
課☎(338)6824
●�令和６年度第５回多摩市学びあい
育ちあい推進審議会定例会

d１月20日㈪午後２時b教育委員会
会議室(ベルブ)c10人n多摩市の社
会教育、公民館運営など ID 1012194�
i教育振興課☎(338)6930
●�令和６年度第２回多摩市廃棄物減
量等推進審議会

d１月20日㈪午後２時bエコプラザ
多摩研修室c５人n施策の実施状況
など ID 1016273i資源循環推進課☎

(338)6836
●�ＴＡＭＡ女性センター市民運営委
員会

d１月21日㈫午後２時～３時30分b

ＴＡＭＡ女性センター活動交流室c

６人n男女平等参画の推進に向けた
事業の立案・実施など ID 1006307i 

TAMA女性センター☎(355)2110・
v(339)0491

その他

●�公民館・ＴＡＭＡ女性センター・
消費生活センター利用者懇談会

d①１月17日㈮午後６時30分～８時30
分②18日㈯午前10時～正午b①関戸
公民館大会議室②永山公民館ベルブ
ホールt公民館・ＴＡＭＡ女性セン
ター・消費生活センターの登録団体
で活動している方c①60人②80人(い
ずれも会場先着順)備考いずれか都合
の良い日に出席。ただし、TAMA女
性センター登録団体は①、消費生活
センター登録団体は②に出席 ID10031�
94m当日直接会場へi永山公民館☎
(337)6661、関戸公民館☎(374)9711、
TAMA女性センター☎(355)2110、
消費生活センター☎(337)6610
●�「（仮称）第二次多摩市読書活動振
興計画」市民意見交換会
　現在検討中の「(仮称)第二次多摩

市読書活動振興計画」について、素
案の内容に市民の皆さんの意見を反
映するため、意見交換会を行います。
dbc下表の通り備考1月22日㈬の
み手話通訳・要約筆記あり。会場先
着順 ID 1016376m当日直接会場へi

中央図書館☎(373)7955
日時 場所 定員

1/18㈯
午前10時～11時30分

中央図書館
活動室1 50人

1/18㈯
午後2時30分～4時

豊ヶ丘図書館
学習室 20人

1/22㈬
午後6時～7時30分

消費生活センター
講座室（ベルブ） 35人

1/25㈯
午前10時～11時30分

東寺方地区市民
ホール第一会議室 50人

1/25㈯
午後2時～3時30分

からきだ菖蒲館
会議室3 15人

1/26㈰
午前10時～11時30分 関戸図書館活動室 30人

1/26㈰
午後2時～3時30分

ひじり館
会議室2・3 30人

日曜日に市税の口座振替登録が
できます
　休日納税相談の開催日は、市役所
本庁舎にキャッシュカードと本人確

認書類をお持ちいただくだけで口座
振替登録ができます。次回の休日納
税相談は１月26日㈰です。
対象金融機関みずほ銀行、三菱UFJ
銀行、三井住友銀行、りそな銀行、
きらぼし銀行、横浜銀行、中央労働
金庫、多摩信用金庫、ゆうちょ銀行、
東日本銀行備考磁気ストライプの読
み取りができないカードや、生体認
証カード・家族カードなど一部利用
できないカードあり ID 1001811i納
税課☎(338)6852

インターネット公売（動産、自
動車、不動産など）のお知らせ
公売申込期間１月９日㈭午後１時～
27日㈪午後11時せり売り期間（動産、
自動車）２月３日㈪午後１時～５日
㈬午後11時入札期間（不動産など）２
月３日㈪午後１時～10日㈪午後１時
備考詳細は、東京都主税局URLhttps:�
//www.tax.metro.tokyo.ℓg.jp/�
参照または要問い合わせi東京都主
税局徴収部機動整理課公売班☎03�
(5388)3027

d１月24日㈮午前10時～11時30
分・午後２時～３時30分(いずれ
も同内容)b日野青色申告会館(日
野市上田220)t個人事業者n確定
申告の留意点c各20人(申し込み

先着順)講師日野税務署担当官備
考駐車場はなしmi１月６日㈪か
ら、電話で、(一社)日野青色申告
会事務局☎042(584)1188へ

確定申告直前研修会のご案内
～個人事業者の決算・申告のポイントをご説明～

　税理士は、税理士証票を携帯し、
税理士バッジを着用しています。
i東京税理士会事務局☎03(3356)�

4461・URLhttps://www.tokyozei�
rishikai.or.jp

東京税理士会から
「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意ください

　国税庁がe-Taxによる電子申告を
推奨しているため、市役所・聖蹟桜
ケ丘駅・多摩センター駅各出張所
での確定申告書関係書類の配布は
行いません。紙の手引きは、次のい
ずれかの方法で入手できます。
入手方法①国税庁 URLhttps://ww�
w.nta.go.jp/taxes/s�
hiraberu/shinkoku/
yoshiki/01/shinkoku�

sho/pdf/r05/01.pdf�からダウン
ロード②日野税務署(日野市万願
寺６－36－２)でもらう(駐車場な
し)③確定申告電話相談センター
より取り寄せる(混みあうため繋
がりにくい場合あり)☎042(585)
5661(自動音声対応)ID 1013552i
確定申告について＝日野税務署☎
042(585)5661、住民税について＝
市役所課税課☎(338)6821

市役所での確定申告書の配布は行いません

　所得税・復興特別所得税・贈与
税・個人事業者の消費税・地方消
費税の申告書作成会場を設営しま
す。入場には「入場整理券」が必要
です。
d２月17日㈪～３月17日㈪〔土・
日曜日、祝日を除く。３月２日㈰
は開場〕受付時間午前８時30分(相�
談は午前９時から)～午後４時(提

出は５時まで)b日野税務署(日野
市万願寺６－36－２)備考入場整
理券は、国税庁の公式LINEアカ
ウントから事前に入手できる他、
当日会場でも配布(配布状況によ
り受け付けを早く締め切る場合あ
り)。開設期間中は駐
車場なし

　スマートフォンやパソコンで、国税庁
ホームページから所得税などの申告書を
作成し、マイナンバーカードを利用して
オンラインで提出できます。

申告書作成会場をご利用ください

確定申告はe－Taxで！

日野税務署からのお知らせ

確定申告書等作成
コーナーはこちら▶︎

確定申告書等作成
コーナーの入力方法
は動画でチェック▶︎

　所得税の確定申告に関する疑問
は、チャットボットの税務職員ふ
たばにパソコンやスマートフォン
などでご相談ください。医療費控
除や住宅ローン控除などの質問に
自動回答します。

備考チャットボットとは、質問を
メニューから選択するか、文章を
自由に入力すると、AI(人工知能)
を活用して自動回答するシステム。
詳細は、国税庁 URLhttps://www.
nta.go.jp�参照

国税庁ホームページ
「チャットボット（ふたば）」をご利用ください

i日野税務署☎042(585)5661(自動音声)


